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第 6 5 号 議 案

平成28年度京都府流域下水道事業特別会計補正予算（第3号）

平成28年度京都府流域下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 539,513千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 15,358,171千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（府債の補正）

第２条　府債の変更は、「第２表府債補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条　繰越明許費の変更は、「第３表繰越明許費補正」による。

平 成 2 9 年 3 月 7 日 提 出

京 都 府 知 事　　山　　田　　啓　　二

第１表　　歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１　分 担 金 及 び 負 担 金
千円

7,996,452
千円

△374,028
千円

7,622,424

１　負 担 金 7,996,452 △374,028 7,622,424

２　国 庫 支 出 金 3,500,026 △239,176 3,260,850
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款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１　国 庫 補 助 金
千円

3,500,026
千円

△239,176
千円

3,260,850

３　繰 入 金 2,137,762 △107,539 2,030,223

１　一 般 会 計 繰 入 金 2,137,762 △107,539 2,030,223

４　繰 越 金 100 234,706 234,806

１　繰 越 金 100 234,706 234,806

５　諸 収 入 2,344 39 2,383

２　雑 入 0 39 39

６　府 債 2,261,000 △55,000 2,206,000

１　府 債 2,261,000 △55,000 2,206,000

７　財 産 収 入 0 1,485 1,485

１　財 産 売 払 収 入 0 1,485 1,485

歳 入 合 計 15,897,684 △539,513 15,358,171

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１　流 域 下 水 道 事 業 費
千円

15,897,684
千円

△539,513
千円

15,358,171

１　流 域 下 水 道 管 理 費 6,408,301 △71,466 6,336,835

２　流 域 下 水 道 建 設 費 6,638,003 △440,480 6,197,523

３　公 債 費 2,851,380 △27,567 2,823,813

歳 出 合 計 15,897,684 △539,513 15,358,171
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第２表　　府 債 補 正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

流 域 下 水 道 管 理 費

千円

30,000 証書借入又は
証券発行（他
の地方公共団
体との共同発
行を含む。）

％

年
10.0以内

償還期間は、30
年以内（据置期
間を含む。）と
する。償還は、
元金均等、元利
均等又は元金一
括支払とする。
必要に応じて繰
上償還又は借換
えをすることが
できる。

千円

13,000 証書借入又は
証券発行（他
の地方公共団
体との共同発
行を含む。）

％

年
10.0以内

償還期間は、30
年以内（据置期
間を含む。）と
する。償還は、
元金均等、元利
均等又は元金一
括支払とする。
必要に応じて繰
上償還又は借換
えをすることが
できる。

流 域 下 水 道 建 設 費 2,231,000 2,193,000

計 2,261,000 2,206,000

第３表　　繰越明許費補正

変　　　更

款 項 事 業 名
金 額

補 正 前 補 正 後

１　流 域 下 水 道 事 業 費 ２　流 域 下 水 道 建 設 費 流域下水道建設費
千円

1,632,000
千円

2,752,000


